
 

 

主な評価要因 

• 住宅ローン・スペシャル・サービサーとして、有意な債権管理回収実績を有している。 
• 汎用性の高いサービシング・システムを活用し、効率的な業務の推進と受託先の拡大を図っ

ている。 
• 高水準の内部統制および内部監査体制を構築しており、今後も維持が見込まれる。 
 

スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」）は 2015年7月 16日付で、

住宅債権管理回収機構（以下「住宅ローンサービサー」）の住宅ローン・スペシャル・サービサーと

しての総合評価を、「能力が極めて高い」に据え置いた。アウトルックは「安定的」である。 
 
住宅ローンサービサーのサービサー評価は、主に以下の要因に基づいている。 

• 住宅ローン・スペシャル・サービサーとして、有意な債権管理回収実績を有している。 

• 経営陣および各担当者がサービシング関連業務において、豊富な経験を有している。 

• 管理職および主要業務担当者の離職率は低水準で推移している。 

• 業務推進手順が詳細に規定されており、明瞭かつ簡潔にまとめられている。 

• 適切な内部監査を継続的に実施している。 

• 高水準の内部統制体制を確立しており、その維持に注力している。 

• 「プライバシーマーク」の認定を取得・更新するなど、個人情報等の重要情報の管理体制

を整備している。 

• 社内教育と研修制度が充実している。 

• 業務運営を効果的にサポートできるよう、コンピューター・システムが整備されている。 
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• 適切な災害復旧計画のもと、システム復旧テストを毎年、定期的に実施しており、データ

のバックアップ体制が整っている。 

• 住宅ローン債権の管理回収データを整備して、実務に活用している。 

• 債権回収戦略の策定過程が適切である。 

• 資金管理の方法が適切である。 

• 委託者や投資家に対するリポーティング体制が整備されている。 

• 業務を委託している第三者の管理方法が適切である。 
 
 

アウトルック： 安定的 

住宅ローンサービサーの住宅ローン・スペシャル・サービシング業務においては、現時点では、

住宅金融支援機構（以下「JHF」）からの受託が過半を占めている。同社は、JHF以外からの受託拡

大にも注力しており、モーゲージバンク、金融機関、保証会社など、民間金融機関からの受託も増

加傾向にある。 
 
サービサーを取り巻くビジネス環境は厳しいものの、S&Pは、住宅ローンサービサーが JHFからの

受託を中心に、民間金融機関からの受託も拡大し、今後も一定水準量の債権取り扱いを継続しつつ、

質の高い債権管理および回収を継続していくものと見込んでいる。 

 

プロフィール 
住宅ローンサービサーは、債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法、1999年2月施行）

に基づく業務の遂行を目的として 2004 年 8 月に設立され、同年 12 月に、わが国で 91 番目に法務大

臣の許可を取得した。営業開始時は、財団法人公庫住宅融資保証協会（以下「保証協会」）から住宅

ローンの求償債権の債権管理回収を受託し、サービシング業務を行っていた。2005 年 10 月、保証協

会からの受託業務の拡大に伴って、大阪支社を開設した。2006年にはモーゲージバンクからのサービ

シング業務の受託や民間金融機関からの債権の買い取りを開始し、同年4月に、札幌、仙台、名古屋、

広島、福岡に支社を設置した。 
 
住宅ローンサービサーは2007年4月に、JHFから委託された住宅ローン債権のサービシング業務

を開始した。JHFは、旧住宅金融公庫の独立行政法人化に伴って 2007年4月に発足し、業務の効率

化推進を意図して、スペシャル・サービシング業務の一部を外部委託することを決定した。住宅ロ

ーンサービサーは、現在 JHFが委託している民間サービサーの1 社である。 
 
2010 年以降は、JHF の受託金融機関から期限の利益を喪失していない債権も受託するとともに、

JHF 関連以外の業務の拡大にも注力している。本社と各支社に配置している駐在社員の活用を通じ

て、住宅ローンのサービシング業務において、全国的な対応ができる点が住宅ローン・サービサー

の強みである。経営陣は業務開始以来、内部統制の確立と拡充を重視している。なお、名古屋支社

は、その機能を本社が吸収し、2012年3月に廃止された。 
 
同社の株主と株式保有割合は、HS 情報システムズが 68.8％、ジェイ・ケイ企画、首都圏建物管

理、松榮建物の3社が 10.4％ずつである（2015年3月末時点）。 
 
2015 年4月1 日現在、取締役および監査役は8名、従業員（正社員、契約社員、駐在社員、派遣）

の数は 261名である。住宅ローンサービサーの組織図を、図1に示す。 
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主な構成部門と業務内容は以下のとおり（2015年7月1日現在）。 
 
監査部： 全社的な内部監査を統括。 
 
コンプライアンス・法務部： コンプライアンス、個人情報保護、苦情全般の統括、受託審査の統

括、法務全般、訴訟関連業務等。 
 
総務企画部： 総務、人事、経理、会計等および経営企画、事務執行方針の策定、各事業に共通す

るマニュアル類の整備、人材育成、全社的なリスクの管理。 
 
情報システム部： システム開発、企画、および運用。 
 
営業企画部： 債権買い取り、買取債権のサービシング業務、アパートローン等の受託業務等。 
 
業務管理部： 受託した期失後債権＊1 のサービシング業務を担当。 
 
ローン管理部： 受託した期失前の有担保債権のサービシング業務を担当。コールセンターを所轄。 
 
業務開発部： 新規開拓営業および期失前の債権のサービシング業務を担当する部署の支援等。 
 
総合事務部： 債権書類の管理および郵便物の受発信等。 
 
支社・センター： 各地域で受託案件のサービシング業務全般を担当。支社は札幌、仙台、大阪、

広島、福岡に所在。福岡支社内に置かれていた住構センター（主要業務は、民間金融機関からの住

宅ローン・プライマリー業務の受託）は2012年7月に支社から分離され、支社と同格となった（福岡

住構センター）。 
 
住宅ローンのスペシャル・サービシング業務は業務管理部、ローン管理部、営業企画部および全

国の5 支社で行われている。 
 
＊1：期限の利益を喪失した債権。 
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組織と経営： 能力が極めて高い 

管理職と担当者の業務経験 
管理職、担当者ともに、住宅ローンのスペシャル・サービシング業務において、豊富な経験を有

している。 

• サービシング業務実施部門において、管理職は平均 約 35年の金融業界経験および同 約 20 年

の住宅ローンのスペシャル・サービシング業務の経験を有している。また、担当者は、平均 約

22 年の金融業界経験と同 約 18 年の住宅ローンのスペシャル・サービシング業務の経験を有

している。 

• サービシング業務企画部門においては、管理職は平均 約 32年の金融業界経験と同 約17年の

住宅ローンのスペシャル・サービシング業務の経験を有している。また担当者は、平均 約 16

年の業界経験と同 約 13年の住宅ローンのスペシャル・サービシング業務の経験を有している。 
 
業務開始以来、スペシャル・サービシング業務の管理職および主要業務担当者の離職率は低位で

安定的に推移しており、業務に支障はない。また、同社は質の高い人材の育成・確保を事業方針に

掲げており、重要なポジションにはすべて、住宅ローンのスペシャル・サービシング関連の経験を

持つ人材を充てている。S&Pは、今後も住宅ローンのスペシャル・サービシング業務において、安

定的に人材確保が可能とみている。 

 

業務展開計画 
住宅ローンサービサーは前述のとおり、主に住宅ローンを取り扱う全国規模のサービサーである。

現在は、特に、1）JHF からの業務受託の継続、2）JHF 以外からの受託および債権買い取り事業

の拡大、3）基幹業務システム（サービシング・システム）稼働に伴う業務処理の効率化の推進、

4）内部統制の継続的な拡充、5）人材の育成等によるサービシング業務の向上――などに焦点を

当て、市場競争力の向上を図っている。 
 
住宅ローンサービサーは自らの成長戦略として、住宅ローンのサービシング業務に関しては、

1）正常債権から延滞債権、期限の利益を喪失した債権や償却後の債権に至るまで、多様な状況

にある債権の幅広い受託、2）モーゲージバンク、金融機関、信用保証会社等、顧客層の拡大、

3）住宅ローンに加え、事業ローン、消費者ローン等の買い取りの推進――などを通じて、業界

における地位を固めていくことを、掲げている。 

 

業務推進手順 
住宅ローンサービサーは、サービシング業務を適切に遂行するために、以下のとおり、業務遂行

マニュアルを準備・活用している。 

• 業務ルールの統一化を図るべく、住宅ローン・サービシング業務の共通マニュアルを整備して

いる。マニュアルは、社員の理解と習熟度を高めるため、業務研修でも使用している。 

• 委託者ごとに、業務ルールが異なる場合には、サービシング契約に基づいた個別の業務マニュ

アルを作成している。 

• サービシング業務実施部門においては、業務を一層円滑に進めるために、必要に応じてより詳

細な業務手順書を定めている。 

• 業務マニュアルは、コンプライアンス・法務部長の審査、部長および役員の決裁を経て、策定

される。 
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• 業務手順書は、業務担当部の部長の決裁を経て定められる。 

• 業務マニュアルおよび業務手順書は社内のイントラネットに掲示し、全従業員が最新の業務関

連マニュアルを閲覧・参照する体制を整えている。 

• マニュアル類は、委託者からの業務遂行に関する変更依頼、監督官庁および業界団体のルール

変更、自らの業務執行体制の変更などに基づき、適宜、内容が改訂されている。 
 
同社の業務遂行マニュアル類は、1）必要に応じて委託者ごとに整備されている、2）閲覧・参照

が容易な体制にある、3）必要に応じて改訂が実施されている ―― ことから、サービシング業務の

正確かつ効率的な実施に寄与していると、S&Pは考える。 

 

内部統制 
住宅ローンサービサーは、1）コンプライアンス委員会、2）個人情報保護管理委員会、3）リスク

管理委員会、4）内部監査委員会を設置し、会社法および会社法施行規則に基づく適切な内部統制の

確立と維持に注力している。各委員会は社長の直轄で、その役割と責任は、以下のとおりである。 

1） コンプライアンス委員会： コンプライアンスの全社的な徹底・浸透を図るべく、コンプラ

イアンスに関する規定を制定するとともに、遵守および改善状況の把握、違反行為再発防止

策の策定、反社会的勢力への対応に関する企画・立案などを行う。委員長は取締役弁護士、

委員は取締役と各部長。委員会の開催頻度は原則、月 1回。 

2） 個人情報保護管理委員会： 個人情報保護および情報セキュリティー関連のリスクを適切に

管理するため、個人情報保護方針を制定するとともに、各部署における関連規定遵守状況の

把握、緊急対応が必要とされる事項の確認、個人情報の流出・漏洩・盗難・消去等の事故が

発生した場合の調査や対応策の策定などを行う。委員長は担当の取締役。委員は別の取締役、

取締役弁護士、各部長。委員会の開催頻度は原則、月 1回。 

3） リスク管理委員会： 業務運営上のリスクの特定、評価、管理、対策の設定および検証を実

施する。委員長は社長。委員は取締役、取締役弁護士、総務企画部長、監査部長、コンプラ

イアンス・法務部長。委員会は原則、四半期ごとに開催される。 

4） 内部監査委員会： 会社の組織、制度、業務が法令ならびに経営方針および諸規定に準拠し、

効率的かつ適正に運用されているかどうかを検証・評価することにより、不正の未然防止、財

産の保全、業務活動の改善を図り、経営の効率化に貢献することなどを目的として実施する。

委員長は社長。委員は取締役および取締役弁護士。委員会は原則、年2回開催される。 
 
各委員会においてはその役割を適切に遂行するために、各種マニュアル類やチェックシートなど

が準備され、適宜活用されている。各委員会で審議・議論された事項は、部長以上の幹部が出席す

る経営会議（月次で開催）で協議・報告されることで統制が図られている。 
 
S&Pは、住宅ローンサービサーはコンプライアンス体制の確立および維持に適切に対応している

と考えている。 

 

内部監査・自主点検 
規則に則った業務の徹底のため、内部監査と自主点検の制度を持つ。 
 

＜内部監査＞ 
監査部が「内部監査規程」と「個人情報保護監査規程」に基づき、全部署を対象に年1回実施する。 
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• 監査部は毎年度、監査計画を作成し、その計画に基づいて監査を実施する。監査は、主に

業務、会計、コンプライアンスを対象としている。各部署の監査期間は 2－3日である。 
• 監査責任者は監査後、被監査部門に対して結果を講評するとともに、監査終了後 1 週間以

内に社長に報告を行う。また、1カ月程度で内部監査委員会にも報告する。 
• 被監査部門の責任者は適時に、改善処置について監査責任者に回答し、監査責任者は社長

に報告する。 
• 監査部は、改善処置状況について適宜確認し、必要があると認識した場合には、フォロー

アップ監査を実施する。 
 
S&Pは、2014年度に各部署を対象に実施された監査における指摘事項、是正処置、処置実施状況

についての報告を確認した。内部監査は適正に実施されていると判断される。 
 

＜自主点検＞ 
住宅ローンサービサーは、業務リスク、コンプライアンス・リスクをより適切に把握し、必要に応

じて手当てを講じることを目的に、以下の自主点検を実施している。 

• コンプライアンス自主点検： 法令遵守の意識を高めることを目的として、年 1 回、全部署で

実施する。点検結果と改善点については、各部署からコンプライアンス・法務部に報告する。 
• 個人情報自主点検： 特に個人情報保護に関する意識を高めることを目的として、2 カ月ごと

に社内 LAN を利用して全部署で実施する。点検結果と改善点については、各部署からコンプ

ライアンス・法務部に報告する。 
• 業務自主点検： 業務執行状況を調査し、問題点と改善点を把握することを目的に、年 1 回、

全部署で実施する。点検結果および改善点については、各部署が総務企画部に報告する。 
• 業務指導： 業務管理部業務企画課が主体となり、業務管理部および各支社を対象に、年1回、

業務実態の確認と適正な業務運営の指導を行う。 
• 法定帳簿点検： コンプライアンス・法務部および各部署の責任者が主体となり、業務系部

門において、法定帳簿が適切に記録されているかどうか、日々、全件を対象に点検している。

あわせて、経営陣を含む幹部による月 1 回のモニタリングを実施し、適切な帳簿作成に注力

している。 
• 駐在社員業務自主点検： 駐在社員のコンプライアンス維持を点検することを目的に、年 1 回

実施する。各駐在社員は点検の結果を、各所属長を通じて総務企画部に報告する。同部は駐在

員所管部に改善状況を確認する。 
 
そのほか、住宅ローンサービサーは、リスク管理規程に基づき、総務企画部が主体となって、全

社を対象に毎年、経営に及ぼすリスクを予知、予防、抑制するために「リスク管理レポート」を作

成し、リスク管理委員会に報告している。リスクの存在が確認された場合は、対応方針を検討し、

実施状況を調査し、必要に応じて、アセスメントを再度実施することとしている。 
 
上記の内部監査と自主点検に加え、同社は以下の外部監査を受けている。 

• サービサー法に基づいて法務省が実施する検査 
• 監査法人による会計監査 

 
また、住宅ローンサービサーは、個人情報のセキュリティー管理体制構築の一環として、2006年

12 月に財団法人日本情報処理開発協会から「プライバシーマーク」の認定を取得しており、その後、

4 回の更新認定を受けている。 
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社内研修 
住宅ローンサービサーでは、総務企画部長が全社的な研修の統括責任者、人材育成研修および階

層別研修の実施責任者となり、コンプライアンス関連の研修についてはコンプライアンス・法務部

長が実施責任者となり、毎年度、計画を策定した上で、社内研修等を実施している。研修の講師は、

主として各業務における専門知識を持つ管理職や取締役弁護士などの専門家である。必要に応じて

外部から講師を招くこともある。研修は、以下のとおり、コンプライアンス関連の研修、人材育成

研修、階層別研修、選択研修 ―― の 4つに大別される。 

コンプライアンス関連の研修： 広く従業員への理解の浸透を図ることを目的に実施される。コン

プライアンス、個人情報保護、事務ミス防止、苦情対応などが主な内容である。コンプライアンス

については e-ラーニングを用いて、また個人情報保護については確認テストを実施して、参加者の

理解度を高めている。 

人材育成研修： 主にサービシング業務に従事する従業員の業務関連スキルの向上を目的に実施し

ている。研修には、1）全従業員を対象として、業務に関する基本的な法律知識、行為規制を習得す

ることを目的に、月次で e-ラーニングを通じて実施する研修、2）管理職以上を対象とし、リーダー

としての役割を担う社員の養成を目的として実施するキャリアアップ研修、3）担当業務に習熟して

きた社員を対象に、会社全体の事業、組織、他部署の業務について学ぶ機会を提供するフォローア

ップ研修、4）採用後2年程度の社員を対象に、担当業務への理解を一層深めることを目的として実

施するスターター研修、5）基礎的な業務スキルを有している社員を対象とし、得意分野を伸ばし不

得意分野を補うことを目的とした JLSサービシングカレッジ ―― などが含まれる。また、各部署

は、業務の正確性、効率性の向上のためにテーマを設けて定期的に研修を実施している。 

階層別研修： 従業員の業務経験、役職などに応じて実施される。新規採用者向けの研修、新規昇

格者研修、新任管理職向け研修、上級幹部向けの経営課題の共有および戦略立案を内容とする研修

などが含まれる。新規採用者向けの研修内容には、理解度確認テストを実施する項目もある。 

選択研修： 希望者を対象に、サービサー業務関連の法律についての理解を深めることを目的に月

次で実施する法務研修（講師は取締役弁護士、1回の研修時間は2 時間）等が含まれる。 
 
そのほか、住宅ローンサービサーは、従業員に対してサービサー協会などの外部機関が主催する

研修に積極的に参加するよう促している。 
 
2014 年度、サービシング業務を担当する社員の研修時間は 1 人当たり 44 時間であった。S&P

は、各研修プログラムはサービサー業務における重要なスキルや知識の向上に寄与していると考

えている。 

 
業務サポート・システム 
住宅ローンサービサーは、「基幹業務システム」と呼ばれる、住宅ローン債権のサービシング業務

に特化した業務サポート・システムを自社で開発した。同システムは2011年5月から稼働しており、

業務遂行に活用されている。同システムの主な機能には、以下が含まれている。 
 

＜サービシング業務関連機能＞ 

・ 債務者および物件に関するデータの管理 

・ オートコール機能 

・ 債務者との交渉記録の保持 
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・ 回収金の入金情報の管理 

・ ローン残高の管理および基準日を指定した上での残高計算機能 

・ 任意売却、競売手続きに必要な帳票の出力および進捗状況の管理 

・ 分割弁済の管理および督促状発送対象の抽出機能 

・ 諸費用の管理機能 

・ 駐在社員向けの作業指示 
 

＜サービシング業務支援関連機能＞ 

・ 法定帳簿の作成および出力 

・ 各種督促状等の個別発送 

・ 定型化した各種通知書および督促状に宛て先を抽出した上で、大量に発送する機能 

・ 住民票請求の進捗状況の管理 

・ 火災保険解約等にかかわる手続きの進捗状況の管理 

・ 債権原本の取り寄せ、および返却の管理 

・ 債権ファイルの位置情報の管理 

・ 各種の条件項目設定による検索機能 
 
システムの操作は容易で、包括的なマニュアルが用意されている。担当者が必要な情報に迅速に

アクセスできることから、業務の効率的な遂行に役立っていると考えられる。 

 

システムのバックアップと災害復旧計画 
社内には、7 人のシステム専門スタッフに加え、システム開発の協力会社のスタッフ 9 人が常駐

しており、システムの運用、保守、問題が生じた際の処理に当たっている。 
 
管理責任のある業務データは公益財団法人「金融情報システムセンター」の安全対策基準を満た

した、都内に所在するデータセンターに設置しているサーバーにてリアルタイムかつミラー方式で

記録されている。また、本社から相応に距離のあるデータ専門サイトに設置されているサーバーに

もリアルタイムで記録されている。さらに、業務データのバックアップはLTO（Linear Tape-Open）

にて日次で取られ、前述のデータセンターに保管されている。 
 
住宅ローンサービサーは、2011年の基幹業務システムの導入以降、毎年1回の頻度にてシステム

の災害復旧に関する確認テストを実施している。 

 

保険 
1 億円以下の現金および証券の盗難や紛失は、保険で補償される。同社は、個人情報の漏洩に備

えて、1億円までの損害をカバーする保険にも加入している。 

 

訴訟関連 
現在、住宅ローンサービサーが被告となっている訴訟はない。 
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債権管理回収能力（スペシャル・サービシング）： 能力が極めて高い 

サービシング・ポートフォリオ 
住宅ローンサービサーがスペシャル・サービシング業務の対象として取り扱っている債権は、

1）JHF から受託している、期限の利益を喪失した債権、2）期限の利益を喪失もしくは延滞期間

が 3 カ月以上の、JHF と民間金融機関が共同で提供している債権（フラット 35）、3）JHF が直接

個人向けに融資し、事務とサービシング等は民間金融機関等に委託している債権、4）JHFとは無

関係の金融機関から受託している債権、5）金融機関等から購入した買取債権（上記 3－5 の債権

には、期限の利益を喪失した債権と延滞債権が含まれる）――の 5 つに大別される。サービシン

グ業務の委託者は、1）は JHF、2）－4）は民間金融機関等である。現在も 1）の JHF からの受託

債権が業務の過半を占めているが、顧客層の拡大に注力した効果もあり、2）－5）へのシフトが

徐々に進んでいる。 
 
受託債権・買取債権の残高は、表1のとおりである。なお、2012 年度に受託債権残高が大幅に減

少したのは、回収不能となった債権を受託解除したためである。 

 

表1 スペシャル・サービシング業務の対象となっている住宅ローンの債権残高         （単位：件、百万円） 
  2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 

年度 件数 残高 件数 残高 件数 残高 件数 残高 件数 残高 

受託債権 134,094 1,158,203 137,072 1,170,434 85,008 724,448 89,921 677,739 96,547 753,591 

買取債権 1,552 8,937 2,625 11,998 4,824 33,308 5,183 37,062 5,368 38,798 

 

住宅ローンサービサーによると、過去実績の分析から、任売による回収は、競売による回収より

も回収期間や回収額の点で相応の優位性が認められる。受託債権については、委託者から当初の回

収方針について指示があるものの、回収にあたって、まずは任売が優先される。 
 
回収に関するデータは日々の回収交渉の目安になるとともに、月次で開催される経営会議でも検

証されている。基幹業務システム等に蓄積された回収データを分析し、業務開発部が行っている受

託の営業活動等に活用されている。また、昨今の不動産市況のもと、受託後速やかに処理を実行す

ることに努め、委託者サイドと任売・競売の処理状況を定期的に確認している。 

 
スペシャル・サービシング業務担当者へのローンの割り当て 
住宅ローンのスペシャル・サービシング業務は業務管理部、ローン管理部、営業企画部および全

国の 5支社で行われている。担当ローンは、スペシャル・サービシング業務担当者の業務経験、専

門知識、業務量などを考慮のうえ、所属部署の責任者によって割り当てられる。担当者は、任意売

却、競売など比較的負荷がかかる債権については、約 55 件ずつ受け持っている。S&P は、この水

準は日本においてはおおむね適切と考えている。 

 

回収戦略 
住宅ローンサービサーは、住宅ローンの延滞後の回収戦略に対しては、おおむね以下の方針に沿っ

て対応している。 

• 延滞債権については、債務者とのカウンセリングを通じて延滞期間の短縮に努める。返済計画

のリスケジュールの策定が可能か否かも検討する。 
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• 期限の利益を喪失した債権について、スペシャル・サービシング業務の担当者は、委託者から

の直接的な指示がなければ、競売に至る前に、債務者に任意売却させることによって、各ロー

ンからの回収の最大化に努める。 
• 回収状況の進捗については、月1回以上の頻度で担当部署の責任者がシステムを参照しながら

確認する。回収方針の転換が適切であると判断される場合には、担当部長または支社長の承認

を経て決定される。必要に応じて委託者の承諾を取得する。 

• 通常の回収プロセスにて対応が困難であると判断される場合には、法務担当部署または顧問弁

護士との協議を経て回収方針を決定する。 

 

システムへのローンデータの入力およびチェック体制 
住宅ローンサービサーは、債権データの自社システムへの搭載については、可能な限りマニュアル

での入力を避け、システム的な対応を施している。 

• JHFから受託している債権については、委託者が指定したシステムを活用し、自社の基幹業務

システムにおけるサービシング業務に必要な基礎データをダウンロードしている。当該データ

がシステムに搭載されたかどうかは、情報システム部で確認している。 
• 他の金融機関等から受託している債権のデータは電子媒体で受領した上で、自社のシステムに

ダウンロードしている。債権データ搭載の確認は、情報システム部またはサービシング業務担

当部署で行われる。 
 
買取債権の中には一部、マニュアルで入力が必要なデータもあり、それらは担当の営業企画部にて

2回の検証を経てシステムに搭載している。 
 
S&Pは、同社のローンデータの入力およびチェック体制は十分に合理化されていると判断し、評価

に織り込んでいる。 

 
資金管理 
住宅ローンサービサーが受託している債権の回収金は委託者口座に直接振り込まれることから、送

金業務は発生しない。ただし、JHFからは口座管理業務も受託しており、債務者からの個別の回収金

は、JHFが提供するシステムと住宅ローンサービサーの自社システムを活用して、日次で照合してい

る。送金の際、日次照合を専門的に担う部署と経理部門で、二重に検証している。 
 
JHF 以外から受託している債権について例外的に自らが回収金を直接受領する必要が発生した場合、

自らの名義の専用口座を使用し、分別管理を行う。回収金は、委託者が合意しているタイミングで委

託者指定の口座に送金する。送金内容は別途、委託者に報告している。 

 

委託者向けリポート 
委託者向けリポートは、基幹業務システムを用いて作成される。このシステムは、債務者との過去

の交渉、回収記録など、当該物件とローンに関する情報をすべて管理していることから、担当者は報

告書作成に必要な情報を適切かつ容易に入手することができる。リポートは、委託者と住宅ローンサ

ービサー間で合意したフォーマットに則って作成される。現時点で英文リポートは作成されていない

が、作成は可能と考えられる。 
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不動産仲介業者の利用 
住宅ローンサービサーは各地域の不動産仲介業者の幅広いネットワークを持っており、各拠点の

担当者はそれを利用して住宅と土地の適正な市場価格を入手できる。ネットワークに属する不動産

業者は毎年実績と能力に応じて見直しており、その数は2015年4月1日現在、全国で279社である。

S&Pは、住宅ローンサービサーがこのネットワークを利用することでより適切に業務を遂行するこ

とが可能になるとみている。 
 
 

財務信用能力： 懸念なし 

S&Pは、住宅ローンサービサーの財務信用能力について、特段の懸念はないと判断している。 
 
 

関連評価規準と関連リサーチ 

関連評価規準 
2009年 4月 22日付「サービサー評価規準：セレクト・サービサーの規準を変更」 
2004年 9月 21日付「Servicer Evaluation Ranking Criteria: U.S.」（英語版のみ） 
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客は、投資判断やそのほかのいかなる決定においても、本コンテンツに依拠してはならず、本コンテンツを自らの技能、判断

または経験に代替させてはならないものとします。 スタンダード＆プアーズは「受託者」あるいは投資助言業者としては、

そのように登録されている場合を除き、行為するものではありません。スタンダード＆プアーズは、信頼に足ると判断した情

報源から情報を入手してはいますが、入手したいかなる情報についても監査はせず、またデューデリジェンスや独自の検証を

行う義務を負うものではありません。 
 
ある国の規制当局が格付け会社に対して、他国で発行された格付けを規制対応目的で当該国において承認することを認める

場合には、スタンダード＆プアーズは、弊社自身の裁量により、かかる承認をいかなる時にも付与、取り下げ、保留する権利

を有します。 スタンダード＆プアーズ関係者は、承認の付与、取り下げ、保留から生じる義務、およびそれを理由に被った

とされる損害についての責任を負わないものとします。 
 
スタンダード＆プアーズは、それぞれの業務の独立性と客観性を保つために、事業部門の特定の業務を他の業務から分離さ

せています。 結果として、スタンダード＆プアーズの特定の事業部門は、他の事業部門が入手できない情報を得ている可能

性があります。 スタンダード＆プアーズは各分析作業の過程で入手する非公開情報の機密を保持するための方針と手続を確

立しています。 
 

スタンダード＆プアーズは、信用格付の付与や特定の分析の提供に対する報酬を、通常は発行体、証券の引受業者または債務

者から、受領することがあります。 スタンダード＆プアーズは、その意見と分析結果を広く周知させる権利を留保していま

す。 スタンダード＆プアーズの公開信用格付と分析は、無料サイトのwww.standardandpoors.com、そして、購読契約によ

る有料サイトのwww.ratingsdirect.comおよびwww.globalcreditportal.com で閲覧できるほか、スタンダード＆プアーズによる

配信、あるいは第三者からの再配信といった、他の手段によっても配布されます。 信用格付手数料に関する詳細については、

www.standardandpoors.com/usratingsfeesに掲載しています。 
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